








要約:埼玉県内の全市町村と全保健所を対象に、昭和 63 年度における乳幼児健康診査の事

後措置実施状況について調査を行い、その結果と昭和 61 年度に行った調査の結果とを比較

し検討した。その結果、一部を除けば、市町村が高度に専門的な事後指導を実施すること

は困難であり、市町村は一次健診とその後の事後措置を充実し、二次健診に効率的につな

げることに努めるべきであることが判明した。また、保健所は二次健診以後の事後措置を

充実し、市町村を強力に補完することに努めるべきであることが判明した。 


